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（午前１０時００分開議） 

○議長（松ヶ平哲幸君） おはようございます。 

   ただいまの出席議員は全員であります。これより本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

○議長（松ヶ平哲幸君） ここで事務局長から諸般の報告をいたします。 

○議会事務局長（千葉靖紀君） 御報告申し上げます。 

   本日の議事日程及び諸報告については配信のとおりでありますので、朗読を省略いたします。 

   以上で報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

（朗読を経ないが掲載する） 

１．本会議に出席する説明員を次のとおり追加する。 

   教育委員会教育長職務代理者   五十嵐 紀 子 

   以上報告する 

     令和２年３月４日 

                     士別市議会議長  松ヶ平 哲 幸 

  ──────────────────────────────────────── 

○議長（松ヶ平哲幸君） ここで副議長と交代いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

○副議長（井上久嗣君） おはようございます。 

   それでは、これより議事に入ります。 

   前日に引き続き、日程第１、議案第１号から議案第16号までの令和２年度士別市各会計予算

と、これに関連を有する議案16案件を一括議題に供します。 

   これより大綱質疑を続行いたします。 

   ６番 西川 剛議員。 

○６番（西川 剛君） おはようございます。 

   本定例会、新型コロナウイルス感染症対策ということで、議場でのマスク着用での質問が認

められておりますので、私もマスクを着用の上、質問をさせていただきます。聞きづらい点に

ついては御了承願います。 

   まず、１点目、行財政運営戦略に即した取り組みについてということで、お伺いをいたしま

す。 

   行財政運営戦略の取り組みと令和２年度予算案について、お聞きします。 

   令和２年度予算については、市長は市政執行方針において、国の地方財政対策では地方税や

地方交付税など一般財源総額は確保されるとともに、地域社会再生事業費が新たに創出される。

さらには臨時財政対策債における折半ルールの解消など、交付税については額並びに質の充実

が図られたと。一方で、自主財源である市税は伸び悩み、増収は見込めない。経常的経費の増
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加により一般財源は厳しい状況との見通しの中での令和２年度の予算編成であったと述べられ

ております。さらに、人口減少と構造の変化、地方経済が停滞している状況により、市税の大

きな伸びは期待できない。地方交付税についても、合併後15年を迎え、合併特例加算措置も令

和２年度で終了だと。中期的にも厳しい見通し、状況において、行財政運営戦略や公共施設マ

ネジメント計画に即した取り組みの展開により、簡素で効率的、効果的な行財政システムを構

築するとしています。開拓から121年目、新たな庁舎も完成し、安全・安心な地域を持続的に

発展、継続させるための本格的に財政構造の改革、歳出削減を断行するとの決意が述べられた

ところであります。 

   そこで、令和２年度予算編成に当たって、行財政運営戦略の柱ともいうべき取り組みについ

て伺います。 

   歳出削減の３つの柱であります、補助金適正化ガイドライン、事業アセスメントサイクル、

時間外勤務縮減プログラム、それぞれの取り組みの結果が令和２年度の予算案にどう反映され

たのか、取り組みごとの概要並びに、それぞれの削減額についてお知らせください。 
   これらの取り組みは、予算編成過程においては、予算要求後の査定による、いわゆる歳入歳

出均衡のための見直しではなくて、要求前の制度についての見直しということがありますから、

その効果については単年度にとどまらず、今後永続的なものとして評価されるものと考えてお

ります。 
   とりわけ事業アセスメントに関して言えば、昨年の第４回定例会における答弁によって、76

事業を見直し候補として選定。以後、庁内検討等により最終的に24事業を取り組み対象として

決定。このうち11事業を令和２年度予算編成時までに見直す。７事業は複数年かけて見直し。

残り６事業は継続協議すると。この作業状況についてもお伺いしておりますので、ぜひ今後の

取り組みの継続と、この事業アセスメントサイクル定着を求めていくものでございます。 

   そこで、これもさきの定例会において質問の中で、主張としては繰り返しになるという内容

でございますけれども、行財政運営戦略に即した取り組みについては、今後の人口減少などの

社会情勢や財政展望を踏まえれば、やめることはできないと。やり続けなくてはならない取り

組みであるということは明らかであります。だからこそ見直し結果はもちろんのこと、見直し

に至った経過、プロセスについても、市民に明らかにする必要があると強く感じています。 
   令和２年度予算にかかわっても、予算書のほか説明資料、明らかになって議論しているわけ

でありますけれども、ただいま申し上げている事業アセスメントサイクルについても、どの事

業が対象となって、どういった議論があって、この予算要求に至ったのかと読み解くことがで

きない内容になっています。補助金適正化ガイドラインについても、この見直し経過、結果に

ついても、同様の内容となっています。 
   今後、財政規模の縮減局面にあっては、どうやって事業をスクラップをしていくのか。さら

には、それをどう進めていくのかということも、市民と共有すべき大事な情報だと考えていま

す。ですから行財政運営戦略に即した、これら見直しの経過の情報開示を強く求めて、この質
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問を終わります。 
○副議長（井上久嗣君） 丸財政課長。 

○財政課長（丸 徹也君） お答えいたします。 

   事業アセスメントサイクル、補助金適正化ガイドライン、時間外勤務縮減プログラムの予算

の反映状況についてでございます。 

   まず、事業アセスメントサイクルの概要でございますが、こちらにつきましては、行財政運

営戦略に基づく歳出改革に向けました新たな行政評価の仕組みという形で行われているもので

ございまして、令和２年の予算に向けては、お話にありましたとおり24の事務事業をアセス対

象として決定いたしまして、このうち11事業につきまして、予算編成時までに見直すものとし

たものでございます。さらに施設管理といたしまして、サンライズホール、文化センターなど

の施設管理、運営のあり方についても、アセス対象事業として見直しを行ったものです。 

   このアセスメントサイクルの予算の反映状況でございますが、予算編成時までに見直すとい

たしました11事業のうち、補助先の団体と調整が完了できなく事業内容、対象経費などについ

て令和２年度中までに整理するとしたものが、このうち２事業。その他の９事業については一

定の見直しを行いました。また、複数年かけて見直すものとしましては７事業。継続協議とい

たしました６事業についても一部見直しを行っております。また、アセスによる事務事業の見

直し額については約1,500万円程度ということになっております。施設管理の見直しといたし

ましては、サンライズホールの指定管理で約1,500万円の減。それから、文化センターの大ホ

ール、小ホールの管理委託の関係で約350万円程度の減を見込んでいるところでございます。 

   次に、補助金適正化ガイドラインの概要についてです。 

   こちらにつきましては、多様な市民ニーズ、また、さらに社会情勢の変化等に対応するため

に新たな統一的な見直しの基準として策定させていただいたものでございまして、公益性、必

要性、公平性などの７つの補助金の見直しの基本的な視点と、補助金の終期設定や運営補助か

ら事業補助への移行などといった補助金適正化に向けた10の基準を盛り込んだものでございま

す。 

   こちらの補助金適正化ガイドラインによる予算の反映状況といたしましては、ガイドライン

に基づく見直しの結果としまして、廃止となった事業、こちら４事業ございます。それから、

縮減、縮小となった事業については15事業ございまして、それぞれ廃止のほうについては約62

万円程度の縮減。それから、縮小の部分については450万円程度の減という形になっておりま

す。こちらにつきましては年度途中からの策定となったということもございまして、極めて小

幅な見直しにとどまる結果とはなっております。しかしながら、今後については令和３年度の

予算に向けまして、令和２年度当初からガイドラインに基づく見直しを徹底してまいる考えで

ございます。 

   続きまして、その補助の関係なんですけれども、団体運営補助の見直しの状況についてです。

ガイドラインにおいては令和元年度で38事業の運営補助があったわけですが、この事業の終期
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とする実行計画期間の最終年度までに見直しを進めるため、その目安として、年間10事業程度

を廃止していくものとしておりましたが、その見直しの成果といたしましては、事業補助への

移行については１事業でございました。また、一部の廃止という形になったものについても、

同様に１事業。 

   こちらの協議の経過といたしましては、実際、その事業補助へ移行した内容といたしまして

は、士別めん羊生産組合の補助金なんですけれども、こちらについて、ガイドラインの趣旨を

団体のほうにお伝えする中で、将来的な展望を踏まえて研修生の受け入れに絞って今回事業補

助化するという形になっております。 

   また、一部廃止としました事業につきましては、こちらは士別市子ども会育成連絡協議会補

助金の部分なんですけれども、こちらにつきましては、少子化の影響から参加人数が減少して

いました江差町との交流会、こちらの部分を廃止させていただき、引き続き事業補助としての

移行に向けて今後協議を進めていくものとさせていただいております。 

   次に、時間外勤務縮減プログラムの概要なんですれども、こちらにつきましては、長時間労

働の抑制と総労働時間の短縮を図って、職員が心身ともに健康で持てる能力を最大限に発揮す

る職場づくりを目的に策定させていただいております。 

   こちらの部分については、予算の反映状況といたしましては、時間外の手当につきましては、

プログラム実施前については時間外勤務手当対象者の給料の５％程度を基本に予算上は算定し

ております。プログラム実施に伴いまして、こちらについては４％程度に基本に算定はしてい

るんですが、この中には昇給、昇任、自然増、自然減、そういった部分については、単純にこ

のうちには連動してないものでございますが、その結果として、令和元年の部分と比較いたし

まして、令和２年度については2,716万8,000円計上させていただき、対前年度比といたしまし

ては５％の減という形になっております。また、実施前の平成30年と比較しますと、こちら約

20％程度の減での予算計上という形をとらさせていただいております。 

   それから、お話にありました事業アセスメントサイクル、それから、補助金適正化ガイドラ

インの見直しのプロセスの関係の部分なんですけれども、ここの考え方といたしましては、ま

ず、アセスメントサイクルについては、対象事業の見直しにつきましては、関係団体への配慮

等も含めて、適切な時期にその結果については公表させていただくという形で、これまで御説

明させていただいておりました。この協議が完了しているものにつきましては、予算の成立後、

速やかにホームページ等で公開する予定では考えております。 

   また、適正化ガイドラインの部分の廃止、縮小の公表の部分につきましては、こちらについ

ては令和元年の８月に策定したという関係もありまして、新年度予算に反映できるものについ

ては可能な限り反映するようにしてきてはおります。特に、ガイドラインの大きな柱でありま

すサンセット方式については総合計画の実行計画期間の区切りとしていることから、令和３年

度末に適正化が図られなければ原則廃止となる仕組みでもございますので、このことから国の

制度に基づく補助を除いて、原則的に先ほど申し上げました７つの基本的な視点ですとか、10
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個の適正化基準を満たすよう、残り２年間で見直し作業を加速化させてまいります。このガイ

ドラインに基づく見直しの結果については、アセスメントサイクル同様に予算成立後に速やか

にホームページ等で公表はさせていただきたいと考えております。 

   その情報開示の考え方といたしましては、お話にありましたとおり、話の内容のプロセスや

結果については、予算編成過程の早い段階で方針が決まれば、できる限り早期に情報を開示し

て透明性を高めていきたいという考えはございます。ただ、その一方で、どうしてもこの予算

編成作業においては、数多くある事業の見直し過程を全て公開していくというのは、実務的に

もちょっと難しい部分、側面もございます。ただ、そういった多くの課題もございますけれど

も、迅速かつ正確な情報開示を行うために情報共有の原則、これまちづくり基本条例における

情報共有の原則を順守する中で、市民にとって必要な情報、これについては的確に公開できる

よう努めてまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

○副議長（井上久嗣君） 西川議員。 

○６番（西川 剛君） 削減効果、額については、それぞれ説明をいただきました。それらの額も

踏まえての来年度予算案が今出されて審議をしているわけでありますけれども。やはり、今の

削減効果、プロセス、経過等についての公表については、予算成立後だということでの答弁で

ございますが、これやはり審議の前提となる大事な情報だとも思うんですよ。どういった過程

の中で、この予算案となっているのかということでありますので、私も議会に対しても、そう

いった情報もあわせて呈示いただいた中での審議というのが必要なんじゃないかと思うのです

が。 

   令和２年度の予算案については、既にこういった内容で資料でということで審議を進めてい

るわけでありますけれども、そういった意味では令和２年度における削減効果、プロセス等の

情報については、予算成立後というのはやむを得ないかなと思うんですけれども、ぜひその後

の部分で、やはり先ほど来お示しをいただいています事業補助金への移行であるとか、一部事

業の見直しとか、そういった意味では説明もありますけれども、補助金であれば援助を受けて

いる団体とのやりとりということで、そこにも、今後さらにそれを進めていくためにも、先行

した削減事例がどういった経過で削減されたかというのは、本当に大事な資料だと思いますの

で、さらなる取り組みはさることながら、令和３年度、１年後になってしまいますけれども、

そういった予算の審議段階においては、こういった情報もあわせて呈示いただく中での審議と

いうことを求めたいと思いますけれども、その辺、いかがでしょうか。 

○副議長（井上久嗣君） 中舘総務部長。 

○総務部長（中舘佳嗣君） 今、西川議員から御提言ありましたとおり、本来、予算審議する情報

はなるべくその適宜なタイミングで提供させていただきたいと考えております。 

   まちづくり基本条例の中においても、こういった予算に関する情報もわかりやすく提供する

ということで、これまでもこの予算成立にあわせて、子供たちにわかりやすいような予算書の
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策定をしているということで、予算審議に係る査定の結果等についても、ホームページで公開

をさせていただいているという流れはございます。 

   ただ、実際のこの予算審議のスケジュール等から申し上げますと、なかなか議会開会、審議

にあわせた、そういった資料の準備が実際にはなかなか間に合わないという側面も、実務上は

あろうかなと思っておりまして、例えば今回の取り組みの効果。こういったものは相対的に、

このような実績として効果があったと。こういうものは集計した上でお示しすることは十分可

能かなと思っておりますが、個別のそれぞれの審議経過ですとか個別の内容というのが、どの

ような形で提供できるかというのは、今なかなかまとめてお示しする準備はできておりません

ので、こういったものも含めて、なるべく早期に提供できるように検討してまいりたいと存じ

ます。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 西川議員。 

○６番（西川 剛君） 次に、学校における働き方改革の着実な推進についてということで質問を

いたします。 

   昨日、国忠議員も同様に、学校における長時間勤務ということで議論しているところではご

ざいますけれども、具体的に私がする質問は、この春からの対応ということで質問させていた

だきますので、御了承いただきたいと思います。 

   学校における働き方改革の推進状況について、教員の勤務の長時間化については、昨日の国

忠議員の議論もありましたけれども、これまでも大きな課題として言われ続けて久しいところ

でございます。公立学校における働き方改革の推進に向けて、国は法改正を行い、この４月、

令和２年度からは所定勤務時間を超える時間を、月45時間、年360時間とする指針を示し、令

和３年度からは、昨日も議論ありました、１年間単位の変形労働時間制の活用ができるものと

して、その着実な実施を都道府県や市町村教育委員会に求めているところであります。 

   この改革の目的であります、子供たちに対して効果的な教育活動を行うようにできるように

なること、その実現に向け、本市の対応状況、実態をお伺いいたします。 

   令和２年度の上限時間の部分で、まず、本市の小・中学校における教員の勤務実態について

お伺いいたします。この国の法改正に向けた平成28年度における全国調査において、１週間当

たりの学内勤務時間では、小学校57時間29分、中学校63時間20分という数字が明らかになって

います。本市の状況はどうでしょうか。昨日の答弁でいけば、本市学校全てで勤務時間を把握

ができるということでありますので、本市の実態をお伺いいたします。 

   国においては、この長時間の要因として、若手職員の増加、総授業時間数の増加。中学校に

おいては部活動時間の増加などがその要因とされておりますが、本市においても同様の実態で

あるのか、その状況について、あわせてお聞かせください。 

   次に、法改正が働き方改革に向けた本市の対応状況について伺います。 

   国が示す法改正に伴うスケジュールによれば、この４月に向けて、北海道においては第１回
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定例会での条例改正。市町村においては規則改正ということが必要だと示されておりますが、

その対応状況、本市の対応状況について、確認をいたします。 

   さらに、市町村教育委員会の規則改正の例として示されている条文を見ますと、長時間勤務

の上限、この範囲内とするために教員の業務量の適切な管理を行う。それに加え、教員の健康

及び福祉の確保を図る。この主体は教育委員会であると示されているところであります。そう

いった意味では、この改革の着実な推進は、これまで以上に市教育委員会の責務が大きいので

はないかと考えるところであります。 

   一方で、本市教育委員会においては、昨年、平成31年３月に士別市立学校における教職員の

働き方推進プランを策定、さらに同じく７月には士別市立学校の部活動に関するガイドライン、

これらを策定し、教員の長時間勤務是正に向けた対応もされていると承知をしておりますが、

改革の着実な推進、長時間勤務の是正に向け、これまでの取り組みを踏まえ、令和２年度、こ

の４月からさらに取り組む内容など教育委員会の考えをお伺いいたします。 

   長時間勤務是正、一人当たりの勤務時間を短くしようとすれば、業務量を減らすか、それに

対応する人数を増やすかといった手法かと思いますが、新学習指導要領への対応など、そうい

った業務の部分については、これまで以上に増加をすると考えられる中にあって、教員増、あ

るいは職員増ということがその対応かと思いますが、令和２年度においては、この指導主事の

配置なども、そういった部分の対応者の増加という対応なのかなと捉えているところでありま

す。こういった市教委では、これまでも職員の配置、教員を求めているというのは当然かと思

いますが、職員の増などで学内の勤務時間、長時間勤務の是正に取り組んでいると認識をして

おりますが、これらについては、市が独自に財政負担をしていると考えるところでありますが、

今回の法改正、国は教員の勤務時間を短くしろと法改正はしたんですけれども、その対応とし

て、例えば今申し上げた特別支援員、あるいは指導主事などの配置に伴う市の財政負担、これ

に対する国からの何らかの措置があるのか、こういった点もお伺いをし、この質問を終わりま

す。 

○副議長（井上久嗣君） 須藤学校教育課長。 

○学校教育課長（須藤友章君） お答えいたします。 

   学校における働き方改革の着実な推進について、この中で、本市小・中学校における教員の

勤務実態についてでございます。きのう御答弁いたしましたとおり、全ての小・中学校で勤務

時間の管理を行っているところでありますが、先ほど議員おっしゃいました平成28年度の全国

調査の数字ということでありましたが、このときに同じ調査で北海道の結果というものもござ

います。北海道の小学校では、週当たりの時間が54時間31分。また、中学校では60時間05分と

のことで、全国の結果というのは下回っているところです。 

   なお、本市においては、これまで調査の対象とはなっておりませんでしたので、同じ時期で

の調査というものは行っておりませんので、直接的な比較というのはできないんですが、今年

度において、学校の状況ということで調べた中では、小学校で44時間０分、中学校では47時間
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16分となっております。 

   いずれにしても、全国全道の時間というのは下回っているんですが、小学校におきましては

校務分掌の担当業務が増加している部分であったり、中学校では部活動指導、これらが時間外

勤務の主な要因と押さえております。本市におきましては、心の教室相談員ですとか特別支援

教育の支援員、これらを配置することによって教職員の時間外短縮に取り組んでいるところで

ございます。 

   次に、改正給特法施行への対応状況でございます。本市におきましても、北海道の条例改正

にあわせまして教職員の業務量の適切な管理等に関する規則、こちらを制定します。本年４月

から施行したいと考えております。 

   最後に、教育委員会の責務の部分でございます。議員からもお話ありました、働き方改革推

進プラン。こちら、本市で定めている中身で御説明をさせていただきますが、一つには、チー

ム学校の実現に向けたスタッフ体制の拡充がございます。 

   内容としましては、独自に配置しております事務生、心の教室相談員、特別支援教育支援員

の配置の継続。また、特別支援教育支援員につきましては、前年と同じ22人を配置する予定で

ありますが、このうち７人につきましては、これまでの週19時間の勤務時間から週29時間に勤

務時間を拡大し、体制の充実を図る考えです。 

   ２つ目としまして、ＩＣＴの活用による授業準備等の充実がございます。こちらはきのうも

御答弁いたしましたＧＩＧＡスクール構想に対応した整備を行いながら、長期的な観点で教職

員の授業準備に要する労力を軽減していきたいと考えております。 

   ３つ目としまして、校務支援システム等の導入と活用です。既に導入をしております士別小

学校及び士別南小学校におきましては、システム導入の結果、教職員の業務の省力化というも

のが成果として確認されておりますので、これらシステムの導入校を拡大していきたいと考え

ております。 

   ４つ目としましては、コミュニティ・スクールによります外部支援体制の強化です。こちら

も各学校において課題となる事柄など、コミュニティ・スクールとして活動をいただいている

ところでありますが、引き続き活動を促進し、地域全体で子供の学びを支える仕組みというも

のを構築していきたいと考えております。 

   最後に、教育委員会の体制等の強化、充実です。先ほど議員もおっしゃいました、新たに指

導主事を配置し、学校教育アドバイザーと連携をしながら士別市教育大綱の理念に沿った教育

というものを推進してまいります。考え方という部分でいきますと、やはり教職員の心身が健

康でなければ子供たちへの健やかな成長というものが妨げられるおそれというものがございま

す。教職員が生き生きと教育活動に専念できる環境づくり、これを目指していきたいと考えて

おります。 

   先ほど来申し上げております、士別市立学校における教職員の働き方改革推進プランでござ

いますが、これまで１週間当たりの勤務時間が60時間を超える教職員。これを全校でゼロにす
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るということを掲げておりました。これにつきまして内容の見直しを行っておりまして、教員

の在校時間から条例で定めます勤務時間等を減じた時間。これを１カ月で45時間以内、１年間

で360時間以内とする内容に改定をし、本年４月から施行していきたいと考えております。 

   最後になりますが、市が独自に財政負担をした場合ということでございました。先ほども議

員のほうからもお話ありました、特別教育支援員ですとか学校図書館補助員なども配置をして

いるところでございます。これにつきまして、国のほうから特別な補助とかということはござ

いません。国のほうでは別な制度として、例えば事務の部分でいけばスクールサポートスタッ

フという制度はあるんですが、全ての学校に配置がされているものではございません。市で独

自に雇用した人員につきましては、交付税措置の算定はされているんですけれども、直接的な

補助はないという状況でございます。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 以上で、西川議員の質疑を終了いたします。 

   ５番 佐藤 正議員。 

○５番（佐藤 正君） 大綱質疑をさせてもらいます。端的に大綱質疑をいたしますので、よろし

くお願いします。 

   最初に、心身障害者ハイヤー料金等助成事業についてお伺いしたいと思います。 

   重度障害者の社会参加促進を目的としたハイヤーの基本料金助成についてであります。現在、

障害の程度が１級の人には48枚、２級の人には24枚、支給されております。このたび令和２年

度から人工透析患者の助成回数を拡大し負担軽減を図るということで、ハイヤーチケットが48

枚から72枚に増えるということであります。72枚というと、週３回通院し、往復使うとして１

カ月に24枚、３カ月分です。それもハイヤー1.4キロメートル以内の初乗り料金です。農村部

の患者さんと市内の患者さんとでは不公平感があり、是正することが必要だと思います。 

   ハイヤー初乗り1.4キロメートル620円。270メートルごとに80円が加算され、620円をガソリ

ン代に換算すると、１リットル10キロ走る車だと４キロメートル以上。ハイブリッド車ならも

っと走ると思います。ガソリン代とハイヤーチケットの選択肢もあってもよいのではないでし

ょうか。患者さんの意向も聞きながら対応してもらいたいと思います。 

   平成30年度４定の私の質問に、通院時の交通手段は、本人や家族による自家用車での通院が

８割となっていて、多くの透析患者さんが通院でハイヤーチケットを利用していない状況で、

その利用率は51％と答弁しております。また、70歳未満の患者さんは敬老バスが使えない。農

村部から通院している患者さんの負担は市内の患者さんの何倍もかかることになります。そも

そも重度障害者の外出支援と人工透析患者の通院の助成とは、分けて考える必要があるのでは

ないかと思います。この事業の概要をお知らせください。 

○副議長（井上久嗣君） 田中健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中寿幸君） まず、心身障害者ハイヤー料金等事業につきましては、この制度

については、徒歩またはバスなどの公共交通機関での外出が困難な重度の障害のある方の外出
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を支援するということを目的に、市の単独事業として実施している事業でありまして、本事業

及び腎臓機能障害への拡大についての考え方につきましては、平成30年第４回定例会において、

佐藤議員に答弁したとおりでございますけれども、平成27年に、このハイヤー助成事業の中に

腎臓機能障害というものを拡大いたしました。その経緯については、透析後については、体の

バランスが崩れ、全身の脱力感、吐き気、頭痛、血圧低下など、いわゆる不均衡症候群の症状

が出てくる場合があるということから、透析をされている方々からの要望を受けて、この事業

を拡大したという経緯がございます。 

   このたびの拡大につきましては、同じく30年度の第４回定例会において、佐藤議員からの御

提言があった内容を踏まえまして、この事業に透析をされている方を加えてきた、今申し上げ

た経緯、それから利用実績の推移、さらには道内各市の取り組みの状況などを調査をいたしま

して、そのほか市立病院、また朝日支所とも協議をしながら検討してまいったところです。 

   利用実績につきましては、広報誌あるいはホームページでの周知のほかパンフレットを直接

配付することなどによりまして、透析で本事業を利用されている方の割合は、29年度には約５

割であったものが30年度は約６割となり、チケット全てを利用された方も約１割から約３割に

増加しているところです。 

   また、各市の状況につきましても、透析をされている方への外出支援をしている道内27市の

うちハイヤー助成を行っている市が25市。透析をされている方により多くのチケットを交付し

ている市が５市あるということも踏まえまして、ハイヤーチケットの交付枚数をこのたび拡大

することとして、交付枚数は、これまでの48枚から24枚を上乗せし、72枚といたしました。こ

れによりまして、支援額といたしましては道内の中でも２番目に多い状況となっております。 

   そこで、住んでいる地域によって不公平感があるということでありますけれども、本事業に

つきましては、外出を支援することを目的にハイヤーの基本料金分を支援する事業でありまし

て、利用されている地域や区間などもさまざまにありますことから、障害の特性や等級により

一律の支援額を定めているというものであります。 

   また、ガソリン代とハイヤーチケットの選択肢についてですが、本事業の趣旨はあくまでも

自家用車の運転はもとよりバスなどの公共交通機関では外出困難な方など、安全な外出にハイ

ヤーの利用が必要な方を対象としているものでありまして、現在、ガソリン代との選択を設け

ているというのは、重度の障害があってハイヤーの利用をしたくてもできない方に限定したも

ので、特殊な車両を使用して家族が介護している方への支援に限定させていただいているもの

であります。 

   重度の障害のある方の外出支援と人工透析をしている方の通院交通費の助成とは分けて考え

る必要があるとの御提言がございました。現在、障害がある方の通院支援といたしましては、

要援護等通院交通費助成事業というのがありますが、この事業は障害者総合支援法に基づく通

院介助サービスに連動した事業として、通院時にヘルパーの同行が必要な方を対象に実施をし

ております。このほかの障害のある方の通院に係る支援につきましては、市単独事業で行って
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います、この本事業を利用いただいているところでありまして、仮に人工透析をされている方

の通院支援を別に行うということになりますと、他の障害のある方、あるいは病気になられて

いる方、また高齢者など、それらの方々との整合性やその財源確保を含めて慎重に検討してい

く必要があるものと考えています。 

   したがいまして、まずはこの拡大いたしますハイヤーチケットを最大限に活用していただき

まして、少しでも安心・安全な通院に役立てていただきたいと考えているところです。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 佐藤議員。 

○５番（佐藤 正君） ハイヤーチケットとガソリン代の選択はできないということなんですけれ

ども、それも考えてもらいたいと思います。 

   あと、72枚という、今回24枚増えたことになったんですけれども、その根拠についてお知ら

せください。 

○副議長（井上久嗣君） 川原福祉課長。 

○福祉課長（川原広幸君） 72枚の考え方についてお答えいたします。 

   ハイヤー料金の助成制度につきましては外出支援策の一環という考え方のもと、腎臓機能障

害の方につきましては通院に多く利用されているということで、自家用車とか公共交通機関の

利用が困難でハイヤーを利用しなくてはならない方に対しての交通費の一部を支援する策とい

うことで、今回の助成をするという形で考えております。 

   これは、週３回の通院で１カ月を４週と計算しまして、12カ月で144回の通院となりますけ

れども、その半分に当たる72枚ということで考えております。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 佐藤議員。 

○５番（佐藤 正君） 今回24枚増えたということで、まあ十分ではないかと思いますけれども、

透析患者の人にしてみれば朗報かなということで、この質問は終わりたいと思います。 

   次に、名越踏切歩道整備事業について、お伺いしたいと思います。これも端的にお伺いしま

すので、よろしくお願いいたします。 

   長い間の懸案であった危険な踏切として８年前から位置づけられていた名越踏切が、このた

び令和２年度カラー舗装による歩道整備をするということで、今までより歩行者の危険が少な

くなることだと思いますが、根本的な解決策にはならないと思います。踏切自体を拡幅しない

と問題は解決しない。地域の人たちからも拡幅の声が上がっております。 

   一般道路では、歩道は車道との間に縁石で仕切られていて、車の侵入を防ぐために設けられ

ているものです。踏切前後は縁石で仕切ることができても、踏切内は仕切ることはできません。

踏切内で歩行者と車が接触する可能性が高いと考えられます。いろいろな制約があって拡幅が

できないということですが、改良を実施すべき踏切道としての国土交通大臣の指定を受けたこ

とを重く受けとめなければならないと思います。 
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   この名越踏切の幅は7.8メートル。そこに1.5メートルの歩道をつけるということで、残り車

道幅は6.3メートル。これでは大型車がすれ違うのもやっとではないでしょうか。そんな中、

歩行者が安心して渡れるでしょうか。踏切の前後には交差点もあり、人も車も危険な踏切であ

ります。カラー舗装によることでドライバーの視覚に訴えることはよいことだと思いますが、

特に冬期間はカラー舗装が雪に覆われ見えなくなる可能性が高く、決して安全だとは言えませ

ん。引き続き関係機関とも協議し、歩行者の安全確保を念頭に検討してもらいたいと思います。 

   以上で質問を終わります。 

○副議長（井上久嗣君） 工藤建設水道部長。 

○建設水道部長（工藤博文君） お答えいたします。 

   初めに、踏切を拡幅をしないと問題は根本的に解決しないということについてです。 

   現在の計画以前、当初計画に着手した当時は、拡幅による両側歩道で検討していた時期がご

ざいました。また、踏切両側の市道についても大きく改良する必要があるということ。それと、

軌道内の線路を切りかえるポイント。この踏切との離隔が拡幅することによってＪＲの基準を

満たさないこと。そして、拡幅には踏切を含む軌道内施設の移設改修、これが全面的に必要に

なるということでございまして、ＪＲとの協議の過程の中で、踏切改良については、その当時

ですが、４億円必要だというのが示されてきました。市道改良を含めますと、それ以上になる

という状況でもあります。 

   協議を進めていた経過の中で、平成28年、踏切道改良促進法、これが改正になっております。

その中では国土交通省から、カラー舗装による改良工法というのも一定程度の安全が確保され

るということで示されました。それも踏まえまして、市で既に行っておりました、交通量調査、

それと道路構成、これを再検討いたしました。その結果、拡幅をせずに現況を変えることのな

い改良が可能と判断したところです。 

   次に、拡幅しなければ踏切内では歩行者と車が接触する可能性が高いということについてで

す。現況の踏切内は7.8メートルの幅員が確保されております。道路構造上必要な車道、そし

て片側歩道の幅員、これについては確保されておりまして、ただし、踏切内の通行区分が現在

は不明確であります。車両や歩行者が通行時に注意が必要な状態であるのが現状の姿でありま

す。そこで、西小学校の廃校に伴いまして、線路西側から通学をする児童の皆さんは、市内循

環バスに乗車をして通学ができるようにということになりましたので、まず、第１点目の安全

確保というのは、そこで実施をされました。 

   そこで、踏切改良を行う場合ですが、先ほど申し上げましたとおり、拡幅をせずに、道路構

造技術的基準が条例にはございますので、それに当てはめますと、現道と変わらずに車道幅員

を確保できる。北側に歩道の設置が可能となります。そして、踏切内は歩行者通行帯をカラー

のゴムマットに敷設がえをすると。踏切前後に設置する歩道につきましても、踏切内と同様に

カラー舗装をして、歩行者のエリアを市道内については縁石で明確に分離することで、歩道と

踏切内のカラー舗装部分の歩道、これの連続性を確保できることになりました。さらに歩行者
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及び車両とも視認性が高くなることから安全性は向上すると考えております。 

   国土交通大臣からの指定を受けたことですが、これは私どもも重く受けとめております。こ

のため早期に実施ができる、そういう改良方法。そして、コストも、それに係る事業費につい

ても、できるだけ経済的な事業費ということで検討をしてきました。車両の通過台数、歩行者

の安全確保など、北海道、北海道開発局、北海道運輸局、これらの審査を経て、現在のカラー

舗装による歩車道分離について提案をした結果、了承を得たところでございます。この工事が

完成後は、危険箇所踏切という法指定を受けたものについては対策済みということになる予定

でございます。 

   ＪＲ北海道とは、整備内容について合意を得なければならないという協議を進めてきており

ます。先ほど踏切の拡幅から協議が始まったんですが、やはり合意を得るために、いろいろな

提案をこれまでさせていただきました。最終的には今のカラー舗装による歩車道分離について

合意を得ることができたために、この事業で進めていきたいと考えております。 

   それと冬期間なんですが、歩車道をはっきりと区分したことによりまして、市道の歩道部分

につきましては雪を堆積しないよう、これは維持管理を行うと。排雪をするということで、歩

道部分については明確に渡れるように。それと踏切道との連続性、踏切内の歩道についても連

続性を損なわないようにしたいと考えております。また完成後は、やはり踏切前後、また踏切

内の状況が変わりますので、市民の皆さんに周知をするということも大事だと思っております

ので、その部分についても、しっかりと対応していきたいと考えております。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 佐藤議員。 

○５番（佐藤 正君） 先ほども言いましたけれども、私が心配しているのは、車道幅が今より狭

くなるということで、車同士の接触だとか、また歩行者への接触だとかということで、当面カ

ラー舗装で様子を見るということなんでしょうけれども、やはり拡幅しないと解決の道はない

と思います。車道幅が短く狭いということでは、今まで以上に危険性も増すのかなと思います。 

   以上で、この質問を終わります。 

○副議長（井上久嗣君） 以上で、佐藤議員の質疑を終了いたします。 

   ２番 真保 誠議員。 

○２番（真保 誠君） 大綱質疑をさせていただきます。今回２問ほどさせていただきます。 

   まず１つ目、社会施設の開館時間の変更についてお尋ねいたします。 

   先月２月13日の全員協議会に出されました社会教育施設の開始時間等の変更の中で、朝日図

書室の土日祝日を閉館する旨の内容がございました。これを従来通りの開館にしていただけな

いかということなんですが、図書館は学童、学生、一般の方、利用者はさまざまでありまして、

まちづくり総合計画の生涯学習の目指す基本方針と考えた場合、特に一般の利用者は生涯学習

の拠点として利用度だけで判断できない価値のあるものと考えています。日ごろから教育に関

する指針や施策が掲げられた学校教育に重きが置かれている中、自主的に自分の趣味、趣向を
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生かした個々の主体性、そして個性を伸ばすことというのも非常に必要かと考えます。 

   パソコン等で学校での学習環境を整備することも確かに重要であります。また、逆に書物の

必要性も再認識いただいて、文字の重要性だとか、こういったものを重視していただきたいと

思います。時代は、現代はネットでほとんどの情報が入りますが、逆に辞典、辞書を引けない、

探せない、情報を探せない子供たちが非常に増えています。現在、図書室の既存の書物を有意

義に利用してもらうために、土日祝日の開館を望む市民が多いところであります。 

   今回、この閉館についての変更はサンライズホールが指定管理への移行に伴うものなのか。

また、予算削減のためなのか。また、閉館を実施したらどの程度の経費節減になるのかをお尋

ねしたいと思います。加えて移動図書館、俗に言うブックモービルを増便するということも予

定しているとありますが、そもそも図書館等の教育文化にかかわる施設の利用についての本市

側の考え方はいかがなのかをあわせてお尋ねいたします。御答弁よろしくお願いいたします。 

○副議長（井上久嗣君） 岡田図書館長。 

○図書館長（岡田英俊君） 私から朝日図書室の部分についてお答えいたします。 

   本を取り巻く状況は、近年のスマートフォンを中心としたコミュニケーションツールの普及

の低年齢化が進み、活字離れが若年層から進行しつつあるところです。また、本から得られる

ものとして、言葉を学び、表現力や想像力を豊かなものにし、さまざまな人々の考え方や生活

習慣、科学や自然との出会い。さらには自分の考えや行動を見詰め直す機会を得られること。

さらに、図書館におきましては、本と向き合うことによる心のゆとりを提供する施設として重

要な役割を持っていると考えております。 

   そこで、朝日図書室が設置されていますサンライズホールの指定管理に係る協議の中で、こ

れまでのサンライズホール及び朝日図書室の平日と土日祝日の利用状況を検証したところ、サ

ンライズホールにつきましては、終日において利用が全くない日が土日に集中しておりまして、

その一方、図書室につきましては１週間を通じて一定の利用があるという結果になりました。

この２つの施設の利用状況の検証結果を踏まえまして、サンライズホールの指定管理運営への

移行に当たっては、利用申請のない土日祝日は閉館することと判断し、あわせて朝日図書室に

おいても施設の管理上、土日祝日の閉館としたところです。 

   そこで、朝日図書室のみを開館とする場合、図書室を独立した施設への構造の変更や現状の

施設の構造上、警備員を配置しなければならないことなど大きな課題があり、図書室のみの土

日祝日の開館は難しいと考えております。朝日図書室につきましては、これからも地域の重要

な生涯学習施設として、サンライズホールとともに存続していくためにも、土日祝日の閉館と

いう決断となりました。 

   土日祝日閉館による経費の削減額につきましては、図書室の光熱費につきましてはサンライ

ズホールと一体となっているため、その詳細の額については把握できておりませんが、人件費

につきましては、昨年比で約110万円の減額となりますが、新年度予算につきまして図書室職

員の休暇取得時の対応の人件費といたしまして約20万円を計上しているため、相対では約90万
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円の減少となっております。 

   あわせまして、図書資料の整備に係る経費につきましては、これまでの図書室を保っていく

よう予算計上をしております。今後の利用者への配慮といたしまして、朝日地区の読書機会を

できるだけ確保するため、真保議員からもお話がありましたとおり、移動図書館車を５月から

月に２回、第二日曜日と第四土曜日に運行を予定しております。 

   また、現在、糸魚小学校にも月に一度運行しておりますが、朝日中学校への新規の運行も現

在調整しているところです。図書室及びサンライズホール内で実施する図書館イベントの計画

と図書サービスの提供の一つとして、図書館司書が朝日図書室で執務する時間を定期的に設け、

利用者の学習、研究、調査等について、必要な情報、資料の検索及び提供する機会の検討を進

めてまいるなど、地域の読書推進活動もあわせて実施し、土日閉館による利用者への影響につ

いて最小限となるよう努めていきたいと考えております。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 真保議員。 

○２番（真保 誠君） 今の移動図書室の話が出ましたけれども、これは毎週、毎月２回というの

も、それは決まっているのかということと、サンライズホールが土日祝祭日に、例えばあけて

あるときに、図書室も開けられないのかというところをお尋ねしたいと思います。 

○副議長（井上久嗣君） 岡田館長。 

○図書館長（岡田英俊君） お答えいたします。 

   移動図書館車の運行につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、月に２回、計画を予

定しております。ただ、停車場所について現在調整中でありますので、どの場所に停車するの

かというのは、今後、広報誌を通じてお知らせしたいと考えております。回数につきましては

現在、月に２回というのは計画をしております。 

   あわせまして、サンライズホールが土日に開館しているときに、図書室についても開館でき

ないのかという問いですけれども、基本、利用申請がない土日は閉館するということですので、

それがいつの段階でそうなるかというのが、今のところ全く利用状況がわからない中での開館

ということになりますので、それを図書室、例えば今週の土日、サンライズホールあきますよ

ということで図書室もあけるためには、そこは職員の配置ということもありますので、そうい

った意味では、現状では職員の配置の問題から利用申請があった土日についての対応というの

は、ちょっと難しいと考えております。 

○副議長（井上久嗣君） 真保議員。 

○２番（真保 誠君） 現在、朝日の図書室には約７万冊の本がございます。移動車で運ぶという

ことになると限られてくるわけですけれども、この移動車に乗せる本についての選択というの

は、どういった形で行うんでしょうか。 

○副議長（井上久嗣君） 岡田館長。 

○図書館長（岡田英俊君） お答えいたします。 
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   移動図書館車の中の本につきましては、運行する前に図書館職員によって各ジャンルの本を

それぞれ取りそろえる中で、また運行する場所によって、例えば保育所に行く場合については

児童書を多目に入れて行くとか、あと、その先々でこういった本が借りたいというリクエスト

が多々ありますので、そういったものに対して随時利用の希望に添えるような形で運行してい

るところです。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 真保議員。 

○２番（真保 誠君） 今回は朝日図書室に限ってのことなんですけれども、今後こういった、今

これから指定管理、それから業務委託等の施設が、公共施設が増えてくると思います。こうい

った観点から、ほかの公共施設におきましても、例えば今、毎日使える状況が、将来的に利用

頻度がないから土日祝祭日を休むだとか、定期的に休むだとかということも正直言って考えら

れると思うんです。 

   私の質問の最後の中に、本市の考え方ということで質問した中で、今後人口減少していくと

いうことを前提で考えたときに、施設のほうも閉鎖したり、統合したりということも考えられ

ると予想されます。そんな中で、ほかの施設を利用しながら使えないのかということも、正直

言って考えたわけで、今回の図書室につきましては、今、朝日町内に使用していない公共施設

等がございます。例えば前に使っておりました老人福祉センター、今の朝日町のいきいきセン

ターというところは、昨年度から使っておりません。そういうところへの例えば図書室の移設

だとか、旧朝日町の議事堂とかにつきましてもあいておりますので、そういったところへの図

書室の移動等を考えて、通年で利用できるようなことも考えていただけないかということであ

ります。 

   まあ、今この場でということも、ちょっと考えにくいんでしょうけれども、そういった旧施

設の利用等も考えて、今回はサンライズホールが指定管理ということでなっておりますが、そ

こから分離して独立した形で、生涯学習をこれから推進していく中で使っていけないものか。

その辺のお考えはどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○副議長（井上久嗣君） 鴻野生涯学習部長。 

○生涯学習部長（鴻野弘志君） 私のほうから施設の利用ということでありますけれども、教育に

かかわる施設の考え方ということで、まず、お答えをしたいと思います。 

   施設に関しましては、その施設だけではなくて、教育委員会としましてはそのあり方、社会

教育施設のあり方、これは運営方法ですとか、今お話になっております開館時間等のこともあ

りますけれども、これらについて実は昨年度から庁舎の中の戦略レビューというところで、各

部の運営方針ということで検討してきているところでございます。 

   そんな中で、一つには行政としてのコストの圧縮ということもありますけれども、教育委員

会としましては、その使われ方等についても実態を把握しながらということで、今回施設、文

化センター、それから生涯学習情報センターのいぶき、そしてサンライズホールということで、
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例えば利用の時間帯別、あるいは曜日別ということを３年間の実態を分析してきたところでご

ざいます。そういった中で、今回、開館時間等については、利用の実態が明らかになってきた

ということから、今回、開館時間の変更に踏み切ってきているということでございます。 

   そこで、例えばサービスの提供ということであります。確かに一般的なといいますか、施設

をあけて、そこでサービスを提供するということ、これは非常にわかりやすいということもあ

るかと思います。ほかの公共施設を、例えば朝日の図書室をほかの公共施設でということにつ

いて、今、私どもとしては、そこについて具体的な考えは持っているところではありませんけ

れども、今言いましたサービスということで言いますと、その内容、ソフト面といいますか、

本市には司書が配置をされております。現在、朝日図書室には司書を配置、あるいは在籍して

いるところではありませんけれども、これからちょっとまだ協議必要ですれども、例えば一定

時間、図書館のほうから図書室のほうへ司書が出向いて、図書についての情報の提供ですとか、

そういったことでソフト面の充実を図っていく。こんなようなことも、サービスの向上につな

がるものと考えてございますので、私どもとしては単に施設に対しての補完ということだけで

はないつもりでいるということでございます。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 真保議員。 

○２番（真保 誠君） 私も朝日に住んでおりまして、朝日の図書室の一ファンとして、やはりか

なりの本の量もありますし、先ほど申しましたけれども、非常に子供たちとか若い人たちがど

うしてもパソコンで全部情報が入るということは否めないことでありますが、どうしても文字

離れしているのが現状であって、やはりこういった教育面で文字と接するとか活字と接すると

いうことが、これから本当に、今までもそうですけれども、これはなくしてはいけない文化だ

と思っています。 

   という点から、頻度だとか人口減少だとかにかかわらず、やはりこういった教育的な図書室

というのは絶対なくしてはいけないし、逆に子供たちに利用してもらうということを前面に押

し出して、何とか子供たちに活字に親しんでいただきたいということをお願いして、この質問

を終わります。 

   続きまして、道道士別滝の上線整備事業につきまして、お尋ね申し上げます。 

   昨年度から実施されています道の事業であります道道士別滝の上線整備事業でありますけれ

ども、ここまでの進捗状況、それから、令和２年度の実施予定についての概要をお尋ね申し上

げます。 

   また、令和２年度市政執行方針の中で、市長から所信表明と基本方針の話がございました。

その中に、本件整備に係る事業を北海道と連携して推進し、早期完成に向けて事業促進要望を

継続するということがございました。昨年もこの事業の初年度ということで、私、質問を行っ

た際にも、同様に道に対して早期完成の要望を行うとありましたが、本市側から道に対しての

要望というのは、どのような形で、そして、どこに要望を提出しているのか。ちょっと一連の
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流れが見えにくいので、いかがなものかなと思います。 

   また、民間では営業のように、民間の営業は、例えば定期的にお願いに上がるとか、随時伝

えるということも考えられるんですけれども、こういった道の事業に対して、行政側としては

どのようにお願いしているかというところ、これをお尋ねします。 

   北海道発注の工事でありますので、地元の市民においては非常に関心の高いところでありま

すし、早期完成は地元の方の望むところであります。プロセスが非常に見えにくいので、御説

明を願いたいと思います。 

   また、数字につきましては予算審査の中で、またお尋ねしますので、今回については、この

概要についてお尋ねいたします。よろしくお願いします。 

○副議長（井上久嗣君） 武田朝日支所長。 

○朝日支所長（武田泰和君） お答えいたします。 

   議員お話のとおり、本事業は昨年から着手されたところでありまして、本年度この整備の総

延長1.75キロメートルということでありますけれども、そのうち朝日４線中通り道路交差点、

この場所はかわ井商店付近ということであって、そこから朝日の川沿道路交差点、ここは美田

新聞店付近までと。この間までが960メートル。この部分を本年度は用地の測量を実施したと

ころであります。また朝日南大通り道路交差点、これは朝日中学校付近でありますけれども、

ここからかわ井商店付近まで、これが430メートル。この区間については物件の調査を実施し

たところであります。 

   それと、令和２年度の予定ということでございますけれども、工事の終点となります士別市

街地側に向けて、かわ井商店付近から物件の調査を実施するとともに、朝日中学校付近からの

用地の買収、また物件移転補償を北海道と連携して順次進めていく予定であります。 

   それから、道への早期完成の要望ということでありますけれども、本事業は、まず、平成29

年６月８日、これは北海道から示された整備の方針のものについて、事業の地域合意に至った

ということがございまして、そこから29年の７月７日に、それぞれ地域から市長へ要請書の提

出がありました。それをもって７月12日に上川総合振興局長、翌７月13日に北海道のほうに要

請書を牧野市長、当時丹議長から北海道知事高橋はるみ知事宛てに要請書を提出したところで

あります。 

   その後、それとあわせて、地元選出道議会議員ということで、竹内道議、北口道議、本間道

議へも要請をしております。また上京の際には、今津代議士、佐々木代議士へも市長のほうか

ら要請要望を行っているところであります。７月に北海道高橋知事に要請書を提出しておりま

す。その後、８月２日には市長が本庁、これは北海道本庁でありますれども、当時、窪田副知

事へ道道整備に関する、これも要望ということでお会いして要望したところでありますし、平

成30年３月、あるいは10月、これは高橋知事が本市を訪れた、来市した際にも、市長が直接面

談を行っておりまして、その際に道道整備に関する要望についても、直接お会いして要請をし

ているところであります。 
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   この要請とあわせては、この事業でありますけれども、これまでと同様に本事業は社会資本

整備交付金を活用した事業ということで、上川地方、この地域の上川管内ということで、上川

地方総合開発期成会、これは上川管内の各市町村が一堂に会して、地域の課題ですとか事業を

要望しているもので、こちらのほうも、国、さらには道のほうに要請をしております。また必

要に応じて知事への要請も行い、今後においても早期の事業の整備、完成を目指していきたい

ということであります。 

   また、地域における説明といたしましては、本年度も北海道主体の住民説明会を昨年６月に

実施したところでありまして、事業の進捗や今後の予定を随時市民のほうにも説明をしていた

だけるということで新年度以降についても、こういった形の中で事業について進捗状況をしっ

かり周知をしていく考えであります。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 真保議員。 

○２番（真保 誠君） 過去からの説明ありがとうございます。 

   ちょっと聞いている趣旨が非常にわかりにくい部分があったかと思いますけれども、要は、

例えば去年から始まりましたけれども、これを早期完成させるために、行政側としては道に本

市として、どういった手法で要望されているのかなというところを端的にお尋ねしたかった次

第です。例えば文書で上がるのか、それとも市長が、例えば道に出向いたときに、道のほうに

要望なりを伝えるのかという点を端的にお尋ねしたかったんですけれども、そこら辺はいかが

なんでしょうか。 

○副議長（井上久嗣君） 武田支所長。 

○朝日支所長（武田泰和君） お答えいたします。 

   まず、要望書ということで、文書で提出をしております。手元にその写しがありますけれど

も、こういった要望書で。もちろんこの要望書の中身については、この市街地の道路整備の方

針に基づいて早期拡幅ということを、早期な安全安心な道路の整備に向けてということで御配

慮いただきたいということの内容で、これが市長と議長の連名で行っています。この中身とし

ては整備をする、こういった位置図であったり市街地道路の状況、そういったものの写真を添

えた中で、整備を早急に行っていただきたいということで要望書を提出。これが29年の７月で

ございます。 

   これを提出後、今後は提出の際も当然、道と一緒にお会いしてということで、直接要望して

おります。そして、その後も毎年毎年予算の関係がございます。予算の確保に向けて、直接、

市長が道に行った際ですとか上京した際、そういったときも要請をしているということであり

ます。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 真保議員。 

○２番（真保 誠君） ちょっと語尾が聞こえにくくなって非常にわかりにくいんですけれども。 
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   毎年、例えば要望書を提出していると。今の話だと29年７月に出しているということなんで

すけれども、通常であれば、例えば私が民間で営業だとすれば、頻繁に伺って現時点でいかが

なんでしょうかとか、それとか、どうぞお願いしますだとかという、そういう活動をするべき

なんじゃないかなと、私は一般的には思います。 

   要望書を出したからといって、その書面で出してそれで終わりということであれば、何のプ

ッシュもしていないなとしか伺えないんですけれども、それを早くするためには、どういった

手法で、どういった形で道のほうに要請、要望するのかということがまず、大事なんじゃない

かなということで私は受け取りますけれども、この辺の動きについてはいかがなものなんでし

ょうか。 

○副議長（井上久嗣君） 牧野市長。 

○市長（牧野勇司君） 真保議員から朝日の市街地の道道の改修です。この事業についてはもう既

に議員の皆様方も御承知のとおり、四半世紀に及ぶ朝日町、士別市の懸案事項でございまして、

極めて危険な市街地道路であるということで、地域の皆様方の合意を得て、今、武田支所長申

し上げたとおり、具体的にも進めてきています。 

   それで、最初にお話がございましたのは、この改修に15年程度かかるのではないのかという、

こういう北海道からの提案がございました。それで私どもが一番最初に取りかかったのが、当

時丹議長でございましたけれども、御一緒に士別市と議会ということで知事宛てに、15年では

困ると。もう少し早く、精力的に改修を願いたいということで、そのときには当時の副知事に

具体的に要請書を出して懇談をいたしました。副知事はその後、士別、朝日町の現地まで来て

いただいて、その内容を熟知していただきました。その後、具体的に担当者同士で話し合いが

進んでございまして、私の立場からすれば、この管内の選出道議会議員であります北口道議、

本間道議、竹内道議にも、その都度要請を出しながらお話をし、また先ほど申し上げたとおり、

当時の高橋知事も２度ほど士別に来ていただいていますので、そのときも正式に要望しながら、

もちろん知事にお話をすれば各担当のほうに話が即行きますので、そういう要請はしてござい

ます。直近で言えば、昨年、北口道議の新年恒例会に新副知事になりました阿部副知事、士別

に来られましたので、このときも正式に要請書を出して、このときは、旭川の佐藤振興局長も

いらっしゃいましたので、そういう形で要請をしているところです。 

   それで、今のところは社会資本整備事業なものでありますから、国庫補助事業ではないので、

これはその年どしの各地域の要求額によって工事量が非常に変わってくるわけですよ。このこ

とは私も極めて問題だということで、士別のいろんな街路事業にしても、公園事業にしても、

この種の事業なものでありますから、なかなか予算が確定しないということがあるものですか

ら、こういったことも、常々道議会議員にも申し上げながら言っているんでありますが、とに

かく精力的に進めていくというお話でございますので、なるべく短期間にこれが進むように、

今のところ調整をしています。 

   それで、毎年毎年要望を上げるというんではなくて、今のところこれ順調に一歩踏み出しま
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したので、これが進まないという問題が出てきたとするならば、これはやはり行政、議会とも

ども連携をとって、また知事なり、そういった形の要望も行っていきますけれども、今のとこ

ろ正直申し上げて、各部長担当のお話の中では具体的に進んできていますので、これをまず、

直視しながら、注視しながら進めていきたいと思いますし、とにかく早く完成するように、な

おかつ工事に当たっては、私は今でも口酸っぱくなるほど、いろんな方に申し上げているんで

ありますが、地元の企業をしっかり活用して工事を行っていただくようにということで、そう

いったことも含めて、これからも引き続き要請活動は行っていきたい、こう考えているところ

です。 

○副議長（井上久嗣君） 真保議員。 

○２番（真保 誠君） この後の質問ありませんけれども、確かに道の事業で道の予算でございま

すので。ただ、委託ということで士別の担当の方に非常に御足労をいただいて動いていただい

ているわけで、加えて非常にお忙しい中で担当の方々は御苦労されていると思いますけれども、

ぜひ地元要望であります、早期完成に向けて、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

   以上で質問を終わります。 

○副議長（井上久嗣君） 以上で、真保議員の質疑を終了いたします。 

   まだ大綱質疑が続いておりますが、ここで昼食を含め午後１時30分まで休憩いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

（午前１１時３４分休憩） 

（午後 １時３０分再開） 

  ──────────────────────────────────────── 

○副議長（井上久嗣君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   大綱質疑を続行いたします。 

   14番 十河剛志議員。 

○１４番（十河剛志君） 私、３つ大綱質疑の通告をしていますので、３つやりたいと思っていま

す。空気を読んで行いたいと思っております。 

   人口減少が進む本市において、どのようにして人口減少の歯どめをかけていく取り組みをす

るかが、今後の士別において極めて重要だと考えております。まち・ひと・しごと創生総合戦

略でも掲げている、まちの未来創造の中で、移住定住パッケージの構想にもある移住ナビデス

クの設置には大変期待しているところでもあります。 

   平成31年度より移住促進事業の中で、移住ナビデスクを初め移住定住の政策の発信、ＵＩＪ

ターン事業の３つの事業を行っておりますが、今年度も同じ事業を計画し、予算規模は小さく

はなっていますが、移住定住促進事業での今年度の取り組みと今後の取り組みのお考えをお聞

かせください。 

   まちの未来創造の中にある移住定住パッケージの構築の移住ナビデスクの設置では、移住定

住に関する情報を一元化するとともに、多様な主体と連携しながら住まいや仕事など生活に関
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するサポート機能を有した窓口、移住ナビデスクを設置します。サフォークランド士別を初め

とするまちの個性を生かした魅力発進や移住希望者のニーズに応じた住宅、職業の照会、移住

手続の案内などを行うとあります。 

   ５月に新庁舎ができます。移転後はどの場所に設置するのか、お知らせください。また、現

状は創生戦略課が移住定住事業を所管していますが、今後の考えもお聞かせください。また、

来年（仮称）まちなか交流プラザができますが、そちらへの設置も考えているのか、お知らせ

ください。 

   移住についてはたびたび議会でも質問されておりますが、あまり進展していないのが現状だ

と私は考えております。昨年の東洋経済新報社で発表された住みよさランキング2019で士別が

全道35市中２位にランキングされたことは喜ばしいことですが、防犯件数や交通事故件数、子

供の医療費助成、所得制限の有無、水道料金、気候などが追加され、統計上２位になったにす

ぎなく、住みよさだけではなく住みたいと思えるようなまちにしなければならないと思います。 

   士別は第一次産業の農林業を中心とした自然環境や災害の少ない安心安全なまち、子供医療

費助成などの子育て環境の充実をアピールしつつ、住みたくなるような新たな移住定住につな

がる本市独自のパッケージが必要と考えますが、いかがでしょうか。 

   市政執行方針の中で、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0など新たな技術革新の構築に向けた調査・研究や

地域性を生かした企業などとの連携により、関係人口の創出・拡大を図るとありますが、どの

ように関係人口を創出・拡大するのか、お考えをお知らせください。 

   本市の特性として、多くの合宿者や試験研究のために士別に訪れる交流人口がありますし、

ふるさと納税でも多くの方から寄附をいただいております。毎年多くの学業で進学する方や士

別を離れ、就職する方もいます。また、札幌ふるさと会や東京ゆかりの会など遠くから士別の

ことを応援してくださる方も多くおられます。このような方たちの中で希望する方に、ふるさ

と住民票を発行して、士別を離れたところからでも士別のまちづくりなどへの御提言、御提案

などをいただけるような形のふるさと住民票を発行し、関係人口の創出・拡大を図ってはいか

がでしょうか。 

   次に、短期移住促進住宅ちょい田舎暮らしが廃止され、現状は士別での滞在はホテル、旅館

ということになります。短期移住促進住宅は老朽化による廃止は一応納得もいきますが、ホテ

ルがわりに使われているケースがあると、前回の議会での答弁でもありましたが、ホテルがわ

りに使われたとしても、利用者に対して、士別に宿泊に至った経緯から士別の印象、見て回っ

た場所、宿泊しての感想など、多くの情報をいただくようなシステムにすれば、ホテルがわり

に使われたとしてもいいのではないかと私は考えております。短期移住促進住宅は士別の生活

環境など体験し、知ってもらう上で必要な施設ではないかと考えます。 

   そこで、士別市スポーツ研修所が、合宿や雪まつりの雪像づくりなどで自衛隊の方が使用さ

れている研修所を短期移住促進住宅として使うことはできないのでしょうか。スポーツ研修所

は市内中心部にあり、学校やスーパー、コンビニなども近くに隣接しており、士別での生活環
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境を見るにはいい場所ではないかと考えます。今後、短期移住促進住宅の設置についてもお考

えをお聞かせください。 

   移住定住政策は人口減少を抱える本市では、地域力を維持し、強化していくには地域の担い

手の育成、確保が必要です。ぜひ移住定住政策について、積極的な行動をし、ふるさとへの思

いを地域づくりに生かすために、この新たな移住定住交流の施策のあり方を進めていただきた

いと思います。 

○副議長（井上久嗣君） 瀧上創生戦略課長。 

○創生戦略課長（瀧上聡典君） 私から、まず、移住政策の部分の今年度の取り組みとふるさと住

民票の関連で関係人口の拡大、創出の部分、それからスポーツ研修所の利用、こちらのほうに

関して御答弁申し上げます。 

   まず、移住ナビデスクの今年度の取り組みなんですが、まず、本年度は移住のパンフレット、

こちらを新たに作成しました。それから首都圏への移住定住相談会、こちらのほうには参加を

しております。それから、北海道のマッチングサイト、こちらを活用して首都圏からの新規就

業者に対する移住支援金。こちらを交付するＵＩＪターン新規就業支援事業というものがあり

まして、そちらのほうにも取り組みました。ただ、このＵＩＪターン新規就業支援事業につい

ては、市内では２つの企業が、このマッチングサイトのほうに登録したという経緯があります

けれども、実際のところ、そちらの希望者はいない状況であったということであります。 

   それから次に、ふるさと住民票の部分で、関連企業ですとか札幌士別ふるさと会、ゆかりの

会の方々への住民票を発行してはという部分なんですけれども、札幌士別ふるさと会ですとか

ゆかりの会の方々、そしてふるさと大使、こちらの方々につきましては、例えば東京とか札幌

でのイベント、市の特産品など出店するイベントなどでは知人とか友人の方と一緒に来ていた

だいて、そういう面では市のＰＲにすごい御尽力をいただいているところです。また、企業の

方々に関しましても、各種イベントなどを市で開催していただいたりですとか、そういった部

分では市のＰＲをすごいしていただいていると、そういう認識であります。 

   そういう部分もありまして、このふるさと住民票の制度化、こちらの部分に関しましては、

他市町村の先進事例ですとか実際にやっているところの部分、そういった部分を検証しながら

今後の課題として調査・研究を進めていきたいと、そういう考えであります。 

   それから、スポーツ研修所の短期移住住宅として利用できるのではないかという部分なんで

すけれども、スポーツ研修所の部分は社会体育並びに生涯学習等の振興及び普及活動に資する

ための施設という定義がございます。社会体育研修のほか、体験研修とかまちづくりイベント

ですとか、そういう部分でおおむね５人以上の団体が利用できる施設と、そういうふうな形に

なっております。今年度におきましては、議員お話のとおり、雪像づくりで自衛隊の方が利用

されて、稼働率に関しましても、昨年度と比べますと増えているという状況にございます。 

   ただ、ここは研修施設なんですが、今後の活用の部分に関しましては、例えば閑散期の一定

期間にこれらを活用できるのかという部分。あわせて、あとほかの公共施設。こういった部分



－128－ 

も含めた形の中で、活用の可能性があるかないかという部分を、今後は調査・研究しながら進

めていきたいと、そういう考えでおります。 

   私からは以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 中舘総務部長。 

○総務部長（中舘佳嗣君） 私からＳｏｃｉｅｔｙ5.0の構築に向けた企業などとの連携による関

係人口の創出に向けた考え方、それから、今後の短期移住住宅について、お答えいたします。 

   まず、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0ですけれども、この考え方といたしましては、新たな社会を生み

出す改革をＩＣＴを活用した科学技術で先導していくと。こういったものを導入していくこと

で関係人口を創出・拡大していくという考え方であります。一例といたしましては、本市は寒

冷地試験研究のまちという取り組みを続けてきている中で、今、自動車メーカーが自動運転等

の大きな変革期に当たっているということがございます。既に報道等でも明らかになっている

ように、トヨタ自動車についても、ソフトバンクと出資をしたモネ・テクノロジーという会社

を立ち上げて、その中で、そういった先進技術の研究も進めていると。 

   私どもといたしましても、こういった企業と連携して、今後の新たな技術開発に連携をした

取り組みができないかということで協定を結んできております。また、ダイハツ工業等につき

ましても、企業のトップと市長との会談を重ねる中で、この近年だけでも児童を対象とした自

動車づくりを体験できるものづくり教室、それから高齢者を対象とした健康安全運転教室等も

実施をしている中で、ことしにおきましては、実際に士別に１週間住み込みの体験をした中で、

さまざまな地域事情の把握に努めるという取り組みも初めて行っていただいたところです。 

   この２つで共通している点といたしましては、やはり地域の課題を解決して、その地域を元

気にしていくということが、やはり企業にとっても、そうした全国の地域にとっても、重要だ

という観点から次世代の通行サービス。これは交通のみならず医療ですとか買い物弱者対策、

こういったものも一体的に解決していくための方策を検討している状況にあるところです。 

   このほかにも積雪寒冷のこの地域の事情を生かして、企業と大学が研究チームをつくって、

実際の公道を実証試験で運行するという場の提供ということも行ってきておりまして、そうい

う意味ではさまざまなグループが、ここ２年間でも延べ８回、実際に士別に足を運んで、冬期

間通行どめの道路などを活用した試験研究を実施しているところであります。あわせて、ドロ

ーン等を使った移送の実証試験等も行っている企業も、市内で士別市で行っていただいた事例

もございます。 

   こうした新しい技術導入に向けたプロモーション活動、これも北海道知事が全国３カ所でセ

ミナーを行って、誘致に向けてセミナーを行っておりますが、その中でも本市が事例発表とし

て、その取り組みを皆さんにお知らせをしてきているところでもございます。 

   そういう意味では、こうした積雪寒冷の気象条件の特性を生かしました試験研究の場。こう

いったことでの直接的には、実際にそれに携わる方々の人の動きということがもちろん出てき

ますし、それに波及効果として連携した地域課題の克服の取り組みによって、さまざまな人の
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動きということも期待できるのではないかと思っておりますので、こういった次世代モビリテ

ィーサービスの導入に向けたＳｏｃｉｅｔｙ5.0の取り組みをさらに拡大していく。また、こ

れ以外にも、もちろんスマート農業等、別の分野の部分もあわせて可能性はあると思いますが、

そういったものを取り組んでいくことによって関係人口、こういったものの創出にもつなげて

いきたいという考え方であります。 

   次に、今後の短期移住住宅についてですが、十河議員からお話がありましたとおり、これま

で短期移住住宅、実証してきた中で施設の老朽化等で、その施設は廃止ということになったわ

けですが、なかなか移住定住に結びついてこなかったという実情がございます。そういった意

味では御提言にもありましたけれども、その住まい、それから仕事、そういった暮らし全般に

わたる、提供なり受け入れ態勢、こういったものも、さらに検討していく必要があるかなと考

えております。 

   そういった意味では、今後の方針といたしまして、短期移住住宅の設置につきましては、公

共の建物以外にも民間が所有する施設。こういったものも連携による協議を進めていく必要が

あると考えておりますので、今、新たに立ち上げました、空き家対策協議会、この中でも、そ

ういった民間事業者の方に参画をいただいております。そういった知見もいただきながら、さ

まざまな情報が今後移住ナビデスク。そこで総合相談窓口として、きちっと機能していくこと

によって実効性のある、住宅の活用、こういったものに結びつけていきたいという考えでござ

います。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 相山副市長。 

○副市長（相山佳則君） 移住定住にかかわっての今後の取り組みということについて、私のほう

からお答えさせていただきます。 

   まず、現在行っていることでございますけれども、まず一つ、移住定住に特化したホームペ

ージを立ち上げていくということで、今、これスマートフォンにもしっかり対応できるという

ものを立ち上げたいと考えております。また、移住するという方は、その地がどういうところ

であるのかだとか、例えば子供の教育でありますとか医療のことでありますとか、さまざまな

知りたいこととか出てくるわけでありますので、よくあるそういった質問に答える問答集みた

いなものをつくってお知らせをしっかりしていきたいと。 

   それと、空き家・空き地バンク、開設しておりますけれども、ここにマンション情報なども

しっかりと、どういった住める場所があるんだといったようなことも、しっかり載せていくと

いうことをやっていきたいということで、現在、庁舎移転後にこういったものが開設できるよ

うにということで準備を進めているところであります。 

   また、移住定住促進の中で柱ともなります移住ナビデスクでありますけれども、これにつき

ましては、移住された方、あるいはその市民の方が、本市の魅力がどこにあるんだといったこ

とをしっかり知っていただける。あるいは今もちょっと言いましたけれども、子育てに関する



－130－ 

こと、医療に関すること、あるいは教育に関すること、住まいに関することなどなどの情報を

しっかりとまずは集積していくということ。 

   それと、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターン、いろんな形があるわけでありますけれども、こう

いった方々が、国やなんかにいろんな制度がありますけれども、どういった支援制度が使える

かなといったようなことも、しっかり集積して、そういったものを移住定住を目指す方にお知

らせできる総合的な相談窓口の機能をしっかり発揮すると。そのような形で、まずは移住ナビ

デスクを立ち上げると。これも新庁舎に移転後の創生戦略課の中に、まずはこれを置きたいと

考えております。 

   それと、来年春にオープンする、まちなか交流プラザのお話もございましたけれども、ここ

は大通り五丁目、国道40号と239号の交差する部分にあって、道の駅としてはまちの中心部に

あるという、こういった特性もあって、ここでは本市のあらゆる情報を発信してもらうという

大きな役割も持っていただくということになっておりますので、まずはここにも移住ナビデス

クの一翼を担っていただくということで、今まちづくり士別株式会社とも、そういったお話を

させてもらっているということであります。 

   それと、住みたくなるような新たな移住定住パッケージというお話もございました。今議会

でも取り上げていただいております、まち・ひと・しごと創生総合戦略でありますけれども、

この中には、これまでの農業未来都市、合宿の聖地に、３番目の大きな柱、重点プロジェクト

として、まちの未来創造というのを位置づけてあるわけでありますけれども、この中で移住施

策もしっかり力を入れやっていくという位置づけをしておりまして、この中においては、まず、

まちづくり総合計画にあるまちの個性として６つ挙げておりますけれども、未来型農業実践の

まち、サフォークランド士別、合宿の里、そして自動車等試験研究のまち、生涯学習のまち、

水とみどりの里と、この６つでありますけれども。例えば未来型農業実践のまちということで

ありますと、これは先ほども出ておりましたけれども、ＩＣＴ農業を国営で大型とした圃場を

やっておりますし、また、畜産で言えばディリーサポートですとかございますし、サフォーク

ランド士別であれば、サフォーク研究会を中心としたさまざまな取り組み、あるいはくるるん

会に入っていろんな楽しみ方もあると。それと自動車等試験研究のまちということであれば、

コースを開放していただいてウォーキングがあるといったようなこと、あるいは合宿の里とい

うことであれば、いろんなトップアスリートと市民の交流会等々あるといったようなことなど

などを、しっかり市内はもちろんでありますけれども、全国にお知らせする中で、まず、この

まちに住んでいただいている若い方たちは、このまちでしっかりと住み続けるという気持ちを

持っていただく。それと全国いろんなところで移住を目指している方については、ああ士別に

住んでみたいなといったような、そんな形になるようなものをパッケージとしてお届けできる。

こんなことをナビデスクの中でも、ひとつ考えていければなということでありますし、このパ

ッケージといいますか、ナビデスクについては、日々、また年を重ねるごとに、しっかりとい

ろんなニーズに応えるような進化をさせていくような、そのような考え方を持ちながら事業と
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して進めてまいりたいと考えております。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 十河議員。 

○１４番（十河剛志君） 今、副市長からもありましたけれども、ぜひ住みたくなるような移住定

住のパッケージを早急に組んで動いていただきたいと思います。 

   １点だけ、質問させていただきますけれども、まず、１点がそのパンフレット等の今お話が

ありましたけれども、それはいつアップするのか。まだ、きょう先ほど見た感じでは、まだア

ップされていないし、そのパンフレットとか携帯でも見られるような、その媒体、いつからで

きるのかお聞きしたいということです。 

   ちょっと２、３点お話だけさせていただきたいんですけれども、ことしダイハツの方が３名

ほど来て、先ほど中舘部長からもありましたように、士別の今後をどう支援できるかという部

分で士別に入って来られました。そのとき、その３名は、融雪溝の除雪等をしてもらったり、

いろいろ士別の困り事というか、いろんなところを見て回っておられました。でも、その３名

は名寄から通ったんですよ。要するに民宿に泊まって、経費をかけないでやるというのが本社

の社長からの命で、民宿を士別で探したけれども、なかったと。それで名寄の民宿があって、

そちらから通いで士別を訪れていると。そういう方もいるので、ぜひそういうときには、研修

所じゃなくてもいいですから、やはりそういう提供できる、市内で泊まって見てもらうほうが

より多くいろんな部分を見られるんじゃないかなと思いますので、ぜひその辺もう一度検討し

ていただきたいと思います。 

   それとあと１点。私の考えとちょっと違う部分があるんですけれども、関係人口の部分なん

ですけれども、関係人口、先ほど中舘総務部長から答弁いただきました。企業と連携をしてい

く部分での関係人口等については、そうかもしれませんけれども、私が求めている関係人口と

いうのは、士別を、東京でもいいです、大阪でもいいです。士別から遠いところで士別のこと

を考えてもらえるような人たちをつくるという部分を、それは企業じゃなくて個人で集まった

ときに士別をわかってもらえるという人たちが欲しいなと。そういう関係人口をつくってほし

いなというのが私の趣旨で、今後その辺は検討していただきたいと思いますけれども、まず、

パンフレット、先ほど副市長が言われた、携帯でも見られるような媒体はいつからできるのか、

質問して終わります。 

○副議長（井上久嗣君） 瀧上課長。 

○創生戦略課長（瀧上聡典君） 今のホームページの部分ですけれども、予定としては、今月中に

アップしたいという予定で進めております。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 中舘部長。 

○総務部長（中舘佳嗣君） 私から関係人口の考え方についてお答えいたします。 

   いわゆるこの関係人口の考え方といたしましては、交流以上定住未満という、さまざまなか
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かわり方があるかなと思っておりまして、答弁申し上げました点につきましては、今回、市政

執行方針の中で、このＳｏｃｉｅｔｙ5.0、こういった新たな技術を生かした関係人口の創出。

そういった点でお答えをさせていただいたところであります。 

   そういった意味では、まず、第一義的には、そこにいろんな企業の方、研究者の方が積雪寒

冷地であるこの地を訪れることによって、さまざまな人の動きにつながっていくんではないか

と。これが一つには、ここで言っている関係人口の拡大ということになるわけですけれども、

実際にそれが導入されることによって、今、目指しているのは、新しいモビリティーサービス

ですので、そこでいわゆる交通だけじゃなくて、さまざまな暮らし、買い物なり、医療なり、

そういった部分で、この地域で活用できる新しい技術の開発、こういったことが実現化するこ

とによって、さまざまな波及効果があるんではないかという期待をしているところであります。 

   例えばそれは実際に士別に来られる方のみならず、そういった取り組みに対する応援ですと

か、興味を持っていただくですとか、そういったかかわりも広い意味では関係人口の創出拡大

にはつながっていくと思いますので、その一例としてお答えをしたわけでありますが、御提言

にありましたように、それだけという切り口ではなくて、もっと幅広い関係人口の創出という

のは、またさまざまなアプローチがあろうかと思いますので、そういった点も含めて展開をし

ていきたいと考えます。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 十河議員。 

○１４番（十河剛志君） 次の介護についていきたいと思います。 

   次に、本市における介護従事者の確保について質問いたします。 

   国は、人生100年時代において、介護は誰もが直面し得る現実かつ喫緊の課題で、住宅、施

設サービスの整備の加速化や介護休業を取得しやすい職場環境の整備など、これまでも介護離

職ゼロに向けた重層的な取り組みを進めています。 

   介護人材を確保するため、2017年度予算においては、介護職員について経験などに応じて昇

給する仕組みをつくり、月額平均１万円相当の処遇改善を行うなど月額４万7,000円の改善を

行いました。また、昨年10月の消費税引き上げに伴い、介護サービス事業所における勤務年数

10年以上の介護福祉士について、月額平均８万円相当の処遇改善を行っています。介護事業所

の経営努力も相まって一定の改善が図られているものの、依然として他の産業や職種と比較し、

賃金水準が低く勤務年数が短いという面があり、人手不足の分野となっています。 

   国の第７期介護保険事業計画の介護サービスの見込み量などに基づき、追加に必要とされる

介護人材は2020年で26万人、2025年で約55万人とされています。また、東京リサーチによると、

人手不足などの影響で老人福祉介護事業の倒産件数は2016年から毎年100件台と倒産が高どま

りしています。 

   本市においても施設はありますが、介護従事者がいなく稼働できない。また、市内の施設に

入所できないなどの声が多く聞かれます。市内の介護施設等などの稼働状況や募集状況、入居
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できずに待っている方などの状況がわかる範囲で教えていただけますか。 

   介護保険料を支払い、いざ必要とされるときになって、必要なサービスを受けることができ

なくなるのではないでしょうか。そうならないように、本市でも介護従事者の確保に向けてさ

まざまな支援策を行っております。介護人材の確保の取り組み内容と実績をお知らせください。 

   人材不足に対して、国が進めるロボット、ＡＩ、外国人材などには新たな投資をしていく必

要もあると考えます。どのように考えているか、お知らせください。 

   今後も介護従事者の確保には、他業種との賃金格差を埋めるような処遇改善加算や職場環境

整備が必要と考えますが、本市のお考えをお知らせください。 

   また、全国で老人福祉介護事業者の人材不足と人件費の上昇などで倒産が相次ぐ中、過去に

平成21年に施行した中小企業金融円滑法などの金融支援で、平成22年度は倒産件数が減少した

経過もあり、本市として老人福祉介護事業所に対し、運転資金を確保するような施策をとれな

いのでしょうか。 

   昨年10月に士別市社会福祉協議会が中心となり介護事業所説明会を行ったところ４名の方が

参加しました。少ない参加者ではありましたが、そのうち１名が就業につながったということ

なので、今後もこのような説明会を各事業所と協力して市内外で行いながら、少しずつでも介

護従事者の確保につなげる努力が必要と考えます。本市も各事業所とは人材確保に向けた検討

会を開催し、市の考えを説明するなど意見交換を行っています。さらにアンケート調査も行っ

て市内事業所の意向も把握していると思います。今後も各事業所と連携して介護従事者の確保

に向けた施策を行い、いつまでも士別市内で安心して住み続けられるようにお願いしたいと思

います。 

   最後に、今後の老人福祉介護事業に対する本市の考えをお聞きして質問を終わります。 

○副議長（井上久嗣君） 青木介護保険課長。 

○介護保険課長（青木秀敏君） 私から、介護施設の稼働状況、それから介護人材確保の取り組み

の内容、実績、それから人材不足を補うロボット、ＡＩ、外国人などの関係、それから職場の

改善、環境改善の取り組み、それから運転資金の関係といったところで答弁をさせていただき

たいと思います。 

   初めに、直近の施設の待機状況についてですけれども、特別養護老人ホームで118人、介護

老人保健施設で18人、介護付き有料老人ホーム等で29人、住宅型有料老人ホーム等で11人、グ

ループホームで11人で、合計で190人となっていますが、これにつきましては、複数の施設に

入所申し込みをしている方、それから既に施設に入所されている方もおりますことから、実数

はこれよりも少なくなるものと考えております。また、入所定員に対する介護従事者不足など

によりまして、受け入れ中止などを行っているものが30床程度ありますけれども、そのほかに

ついてはほぼ満床となっておりまして、高い稼働率で推移しているものと認識しております。 

   先ほど申し上げました各施設の入所定員につきましては、合計で約570床程度ということに

なっておりまして、30床程度が休止となっている状況から、現在では540床程度が稼働可能な
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ものと考えております。 

   しかしながら、施設における介護従事者の不足、その解消には至っておりません。先ほども

お話し申しましたが、一部の介護老人保健施設ですとか、グループホームのユニットで受け入

れの休止などを行っておりまして、当面、同規模程度での受け入れ状況になるものと見込んで

いるところですが、今後、団塊の世代の方が75歳以上となりまして、介護施設サービスなどの

需要が見込まれることから、状況が改善されるように介護従事者確保の取り組みを進めていく

こと。また、それを支えるための在宅生活を支えるサービスなどにおいても、その状況を注視

していく必要があるものと考えております。 

   次に、介護人材確保の取り組みの内容と実績についてです。 

   まず、介護従事者の新規就労支援事業につきましては、こちらは受講費用の貸し付けといっ

たような内容になっております。こちらについては平成28年度から30年度までに実務者研修の

受講者37人、初任者研修９人、こういった受講者に対して貸し付けを実施しているところです。

また、そのうちの10人が既に介護福祉士の資格を取得しておりまして、その３人、ほかの３人

が継続して、また資格取得のために学習中ということで伺っております。令和元年度におきま

しても、既に10人貸し付けを実施しているところです。 

   次に、介護従事者の研修費の補助事業、こちらにつきましては法人に対する研修を開催した

ときの費用の助成ということで、平成30年度に２法人に対して助成を実施してきております。

また、令和元年度についても、２法人からの補助申請を受け付けているところとなっておりま

す。申請のあった事業者におきましては、高齢者の虐待防止、それから認知症、メンタルケア

などのさまざまな外部の研修などを受講しておりまして、介護従事者の資質、それからサービ

スの質の向上などにつながっているものと考えております。 

   それから、そのほかの事業として30年度から制度を導入しました、介護ロボット導入支援事

業ですとか介護実習生の受け入れ支援事業、それから新規介護従事者就労支援補助金、それか

ら令和元年度から取り組みを始めたものでありますけれども、介護事業所と学校法人が連携し

て実施する移住・入学制度については現時点で実績等ありませんけれども、新年度に実施が見

込まれる事業もありまして、一歩ずつではありますが、事業の効果があらわれてきているもの

と考えているところです。 

   次に、人材不足を補うロボット、それからＡＩ、外国人の関係についてなんですが、人材不

足を補うロボットやＡＩなどの活用につきましては、本市においても、30年度から介護ロボッ

ト導入支援事業ということで導入してきておりますけれども、現在、国においても、効果の検

証段階にあること。また、導入費用が高額となるなど、市内の事業所において意見交換などで

現時点で活用に対する相談、照会等については寄せられていない状況となっているところです。

また、外国人人材の介護現場への導入につきましては、経済連携協定ＥＰＡによる介護福祉士

候補者の雇用といったことや介護福祉士養成校を卒業した在留資格、介護というものを持つ方

の人材の雇用、それから技能実習制度を活用した技能実習生の雇用、また、在留資格、特定技
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能１号を持つ人材の雇用といったことで、こういった４つの制度がありまして、制度前に人材

に求められる能力ですとか、在留期間、在留資格が異なったものとなっています。 

   市内事業所においては、29年11月に外国人技能実習生制度が拡大されたということで、介護

職種の外国人技能実習生の受け入れが可能となったことを受けまして、複数の事業所で受け入

れを計画しておりましたが、現地の送り出し機関と日本国内の受け入れ機関との調整が難航し

たことから、技能実習生の受け入れは現在まで行っておりませんが、継続して検討されており

まして、早ければ本年４月に外国人技能実習生１人の受け入れを行う予定である旨、事業所の

ほうから報告を受けている部分があったところです。 

   次に、処遇改善加算、それから介護の職場改善の考えについてですが、他業種との賃金格差

解消など、介護従事者確保のため、介護保険における特定処遇改善加算が実施されております

けれども、市内事業所においても加算の申請などがされているところでありまして、通所の介

護の事業所、それから訪問介護事業所、こちらにおいては未申請となっている事業所があるな

ど、各事業所において、その加算の対応の状況がさまざまなものとなっているところでありま

す。 

   また、職場環境などについても、各事業所により状況は異なっているものとなっております。

それぞれの事業所で職員向けの住宅の確保がされているところですとか、各種手当、住宅の手

当ですとか夜勤の手当、そういった手当の有無、それから金額など法人によってさまざまなも

のとなっております。こういったことから一律の加算ですとか、そういった環境改善はなかな

か難しいものと考えておりますけれども、今後も事業所との意見交換、それからアンケート調

査などを実施する中で、事業所の抱える課題ですとか状況把握に努めまして、その対応につい

て調査・研究をしてまいりたいなと考えております。 

   それから、事業所のほうの運転資金の関係でございますけれども、さまざまな法人が介護保

険事業については参入されているといったところで、事業所の運営形態というのが、例えば株

式会社であったり、有限会社、それから合同会社、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、医療法人社団

などさまざまなものとなっております。そういった法人の形態によって設置される目的が異な

っているというところもありまして、また、株式会社ですとか有限会社、合同会社におきまし

ては、規模にもよりますけれども、中小企業に該当するものもあるということで、士別市の中

小企業振興条例の運転資金の貸し付けの制度が活用できるものもあるものと考えております。

また、社会福祉法人ですとか医療法人社団につきましては、独立行政法人の福祉医療機構の融

資制度といったことで経営資金などを活用できるものもあると考えています。 

   現在のところ、市単独での施策は検討しているところではありませんけれども、市内事業所

におきましては、介護保険の事業所の指定申請の際や更新申請の指定の際に、法人の資産状況

なんかを書類として添付することとなっておりまして、そういった決算書の提出をいただいて

いる事業所がございます。そういったことから、そういった経営状況にあわせて、事業所から

の相談を受ける際などについて、既存制度の活用の周知ですとか、検討が必要な事項について
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は協議していきたいなと考えております。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 田中健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中寿幸君） 私からは、個々の老人福祉介護事業に対する考え方についてお答

えさせていただきます。 

   介護事業者の確保につきましては、国でもさまざまな施策が検討されておりまして、外国人

の雇用などにおいては年々制度の変更が行われているといった中で、全国的にも即効性のある

介護人材確保にはつながっていない状況ということで、効果、検証には一定の期間が必要にな

るものと考えています。こうした中、本市においても、先ほど御説明申し上げたとおり、多く

の事業を実施しておりますけれども、従事者不足数については横ばいの状況となっています。 

   介護従事者の裾野を拡大するために、訪問介護事業所などの身体介護を行わない生活支援中

心の事業所職員向けの生活援助従事者研修というのが30年度から創設されておりますが、事業

所との意見交換におきまして、この研修の市内での開催、それから介護従事者新規就労支援事

業としての拡大の要望がありまして、令和２年度において、訪問介護事業所等の従事者の確保

も、この制度で支援していきたいと考えています。 

   また、介護福祉養成校を卒業し、介護という在留資格を持つ外国人の雇用に関しましては、

30年12月に東川町で設立されました外国人介護福祉人材育成支援協議会に令和２年度から賛助

会員として参加して、道内の施設、求人状況、外国人雇用の動向などの情報収集を行いながら

事業所と連携する中で検討を進めていきたいと考えています。 

   今後も少子高齢化の状況から労働人口は減少していくということが懸念されておりますが、

事業所との意見交換を通じまして、引き続き各事業所の状況、課題をしっかりと把握する中で

関係機関と連携して必要な対策を検討してまいりたいと考えています。 

○副議長（井上久嗣君） 十河議員。 

○１４番（十河剛志君） ３つ目に移りたいと思います。森林環境譲与税について質問いたします。 

   森林環境譲与税が平成30年度、税制改正の大綱において、パリ協定の枠組みのもとにおける

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な

地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税の創設が決まり、森林

環境譲与税は昨年から自治体への譲与が開始されました。 

   あわせて市町村が仲介役となって、林業経営者と手入れが滞っている森林を結びつける制度

で、林業経営者は管理する森林が増えて事業が効率化され、持続可能な開発目標ＳＤＧｓにも

森林保全が掲げられており、企業も市町村や林業経営者を支援するＳＤＧｓ達成に貢献できる

民有林の集約促進の追い風と期待される森林経営管理法も施行されました。 

   森林環境譲与税の使途については、市町村は間伐などの森林整備を担う人材育成、確保、木

材利用の促進や普及啓発等の森林整備の促進を行い、都道府県は森林整備を実施する市町村の

支援などに充てなければならないとされ、使途の公表についても、決算終了後、速やかに公表
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することが定められています。 

   本市の森林面積は８万3,162ヘクタールで、総面積の74％を占めており、そのうち市有林は

2,240ヘクタール。市有林を除く一般民有林は１万2,729ヘクタールとなっています。この２つ

の制度の活用をどのように考えておられるかお示しください。 

   昨年、森林環境譲与税の設立に当たり、森林環境譲与税の活用に向けた基本方針を示されて

おります。その中で人材育成、担い手確保では、北海道林業事業体登録制度に登録している事

業者は８社でありますが、就業者の高齢化が進むとともに新規就労者の確保が難しい状況にあ

ります。このため本市では森林整備担い手対策推進事業を活用し、地域の林業事業体及び北海

道と連携を図りながら新規就労者の確保や通年雇用化の促進、就業環境の改善など、林業就業

者の安定確保に向けた取り組みを進めますとあります。新規就労者の確保や就業環境の改善、

林業就業者の安定確保は、どのように取り組みを考えておられるか、お知らせください。 

   また、平成29年の議会でも粥川議員が、森林整備担い手対策推進補助事業の年齢構成と森林

整備に当たる森林作業員は充足されているのか、とお聞きしておりましたが、今年度の対象予

定者の年齢構成と森林作業員の充足はどのような状況なのか、お知らせください。 

   本市は、多くの産業で人材不足を抱えており、ハローワークや広告による求人募集だけでは

新たな担い手を確保することは大変厳しいのが現状であります。森林整備の担い手対策が進ん

でいる地域では、地域おこし協力隊制度を活用し、地域林業の担い手として森林施業等などの

技術を習得し、将来的には森林従事者、森林施業プランナーなどとして活躍してもらい、また

地域にない視点を持った外部人材として、木材、山菜等の地域資源を活用した新商品の開発、

販路開拓などを担ってもらい、森林資源をベースにした交流企画立案を行ったり、都市住民と

のインターフェイスとして活躍してもらえるような教育隊を育てていくことができれば、林業

従事者の確保ができ、移住促進にもつながると思いますが、本市のお考えをお聞きして質問を

終わります。 

○副議長（井上久嗣君） 鶴岡畜産林務課林務管理監。 

○畜産林務課林務管理監（鶴岡明浩君） お答えします。 

   まず、森林経営管理法と森林環境譲与税の活用の考え方についてです。 

   森林経営管理法の概要は、森林計画の対象となる私有林のうち間伐が行われていないなど、

森林整備が適切に管理されていない森林について、市町村が経営計画を定め、山林の所有者よ

り経営権を取得した上で、市町村または民間事業者に経営管理権を設定することにより、経営

の効率化と森林管理の適正化を図り、森林の多面的機能の発揮を促進するもので、その財源は

森林環境譲与税を活用するとされております。 

   また、森林環境譲与税の使途につきましては、森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する

法律では、議員お話のとおり、森林整備に関する施策、森林整備を担うべき人材の育成及び確

保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他の森林整備の促進

に関する施策とされており、その使途の公表は、決算終了後、速やかに公表しなければならな
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いとされており、本市につきましても、この制度に基づき適切な実施に努めてまいりたいと思

います。 

   今年度、国では各自治体に対し、森林経営管理法に基づく森林整備の取り組みを求めている

ことから、本市では市内を４地区に分割し、そのうち１地区をモデルとして、森林所有者への

郵送による意向調査、調査後に現況調査及び所有者に対する提案書の作成などを実施すること

とし、その事業に係る経費として、委託料198万円を議会第３回定例会において計上したとこ

ろです。 

   その後、実施を進める中で、全ての地区の意向調査後に現地検査を実施することがより効率

的に実施できることから、本年度に予定をしていた現地調査及び森林所有者に対する提案書の

作成を取りやめるかわりに、全地域の意向調査を実施するとしたところです。また、意向調査

につきましては、直営の実施が可能であることから、本議会において、意向調査に係る経費を

除いた委託料の減額補正の提案を予定しているところです。 

   次に、森林環境譲与税を活用した人材育成、担い手の確保についてです。 

   まず、本年度における森林整備担い手対策推進事業の対策予定者の年齢構成につきましては、

20代が３名、30代が３名、40代が９名、50代が７名、60歳以上が２名の合計24名となっており、

平成29年第１回定例会において、粥川議員への答弁における平成29年度森林作業員就労予定者

数は25名となっており、ほぼ同数と言えますが、新規採用では３社で５名となっていることか

ら、事業体により雇用状況に差があるものと考えております。 

   また、道が作成した平成29年度林業実態調査では、平成27年度調査に比べ、雇用者数及び年

齢構想はほぼ同じであるものの、通年雇用者が増加していることから労働環境は改善されつつ

あると考えておりますが、大部分の事業体では労働者不足と回答しております。 

   本市における担い手確保については、市内外を問わず広く募る必要があると考えております

が、全道的にも人材不足であることから、作業環境や就労条件の整備など森林環境譲与税も活

用した工夫が必要と考えております。 

   また、本年４月に旭川市に道内初の林業専門学校である、北海道立北の森づくり専門学院が

開校することから、卒業生は即戦力として大いに期待するものであり、卒業後の就労先として

本市にも来ていただけるように対策を検討いたします。 

   次に、地域おこし協力隊による活動につきましては、現在、上川管内で林業関係にかかわり

のある地域おこし協力隊は当麻町と中川町で活動しており、主に森林ガイドや木育、商品開発

などで活動していると伺っております。議員御提案の地域おこし協力隊の活用も有効な対策と

考えておりますが、活動範囲が森林、林業全般となることから、林業関係者などの協力も必要

と思われ、また、募集に当たっては森林林業の知識や技術の取得者など、一定の条件が必要か

など整理する必要があるものと考えております。 

   以上です。 

○副議長（井上久嗣君） 以上で、十河議員の質疑を終了いたします。 
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  ──────────────────────────────────────── 

○副議長（井上久嗣君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

   なお、明日は本日に引き続き午前10時から会議を開きますので、定刻までに御参集願います。 

   明日の議事日程は、本日の続行であります。 

   本日はこれをもって散会いたします。 

   御苦労さまでした。 

（午後 ２時３３分散会） 


